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令和６年度　第３回　岬町子ども・子育て会議　議事録 

１　開会及び会議の成立について 

（事務局） 

委員の半数以上が出席（１５名中１１名出席）。 

「岬町子ども・子育て会議条例」第６条第２項の規定により、会議の成立を報告。 

２　議事録の作成・公開及び傍聴者の受入れについて 

（事務局） 

当会議については議事録を作成の上、公開したい。議事録作成のため、録音についても許

可願いたい。また、傍聴者の受け入れを許可したい。本日の傍聴の申し出は４名。 

３　議題 

⑴ 　パブリックコメントの結果について 

資料１を用いて、担当課より説明を行った。 

 

（委員） 

意見Ｎｏ４７の対応方針は、こども基本法に関することは載せないということなのか。 

 1. 日　時 令和７年３月１７日（月）１５：００～１５：４０

 2. 場　所 岬町役場２階会議室

 3. 出席者 ＜委員＞（順不同）１１名 

山﨑委員、浅井委員、森澤委員、廣田（孝子）委員、 

廣田（泉）委員、辻下委員、谷田委員、平山委員、橋本委員、太田委員、 

吉田委員 

（欠席）江川委員、河合委員、奥田委員、保田委員

 4. 傍聴者 ４名

 5. 次　第 議題 

(1)　パブリックコメントの結果について 

(2)　第３期みさき子どもとおとなも輝くプラン（案）について 

(3)　その他

 6. 資　料 〔資料１〕パブリックコメントの結果について 

〔資料２〕第３期みさき子どもとおとなも輝くプラン（案） 

〔資料３〕第３期みさき子どもとおとなも輝くプラン【概要版】（案）
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（事務局） 

今回策定するのは子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業計画」。こども

基本法に基づく「こども計画」は、対象となる施策の範囲が広範となるため、来年度以降策

定することを検討している。こども基本法に関する詳しい取組は、そちらの計画で記載して

いく。 

⑵ 　第３期みさき子どもとおとなも輝くプラン（案）について 

資料２、３を用いて、担当課より説明を行った。 

 

（委員） 

事業Ｎｏ３５の「思春期の子どもたちの居場所づくり」に、岬子育てネットワークが記載

されているが、現在は実施できていない。そのように書けないか。 

（事務局） 

５年間の計画であり、再開する意向があるのであれば、記載させていただきたい。 

（委員） 

現状としては、スタッフがいなくてやりたくてもできていない。事業の趣旨から考えると

大学生にスタッフになってもらえないかとか、図書館が複合施設になるのであればそこで実

施できないかとか、再開するのであれば効果的に実施したいと思っている。 

（委員） 

概要版は全戸配布をしないのか。 

（事務局） 

ホームページに掲載する予定。広報にＱＲコードを掲載する。 

（委員） 

印刷物を担当課に置くなど、少しでも読んでいただく手法を検討いただきたい。 

（委員） 

誰でも通園制度は、本当に誰でも利用できるのか。保育士不足と聞いている。実施できる

のか。 

（事務局） 

令和８年度から全国一律に実施される。保護者の就労助教に関わらず、月１０時間程度を

上限に預けられる事業で、担当課レベルでは子育て支援センターでの実施を検討している。 
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⑶ 　その他 

計画内容について、承認を得た。 


